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亀山市補助金等交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月１８日 

 亀山市長  櫻 井 義 之  

亀山市規則第７号 

 

亀山市補助金等交付規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  

亀山市補助金等交付規則の一部を改正する規則 

  

亀山市補助金等交付規則（平成１７年亀山市規則第３２号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分 

 を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加 

 える。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

（１）～（３） ［略］ 

（４） 電子署名 電子署名及び認

証業務に関する法律（平成１２年

法律第１０２号）第２条第１項に

規定する電子署名をいう。 

（５） 電子証明書 次に掲げるも

（１）～（３） ［略］ 

［号を加える。］ 
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のをいう。 

  ア 電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務

に関する法律（平成１４年法律

第１５３号）第３条第１項に規

定する署名用電子証明書 

イ 商業登記法（昭和３８年法律

第１２５号）第１２条の２第１

項及び第３項の規定に基づき登

記官が作成した電子証明書 

  ウ ア及びイに掲げるもののほか、 

申請等を行う者がこれらの者に

係るものであることを証明する

ために作成する電磁的記録であ

って、ア又はイに掲げるものと 

同等の機能を有するものとして、

市長が定めるもの 

（補助事業等の遂行の指示） （補助事業等の遂行の指示） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２ 市長は、前項の指示に従わなかっ

たときは、その者に対し、第１５条

第１項の規定により、当該補助金等

の交付の決定の全部又は一部を取り

消す旨を明らかにして、補助事業等

の遂行の一時停止を命ずることがで

きる。 

２ 市長は、前項の指示に従わなかっ

たときは、その者に対し、第１６条

第１項の規定により、当該補助金等

の交付の決定の全部又は一部を取り

消す旨を明らかにして、補助事業等

の遂行の一時停止を命ずることがで

きる。 

 （補助金等の額の確定） 

第１３条 市長は、前条に規定する報

告を受けた場合は、当該書類の審査

 （補助金等の額の確定） 

第１３条 市長は、前項に規定する報

告を受けたときは、当該書類の審査
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及び必要に応じて行う現地調査等に

より、補助事業等の成果が補助金等

の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するか否かを調査し、

適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金等の額を予算の範囲内にお

いて確定しなければならない。この

場合においては、補助金等交付確定

指令書（様式第７号）により、申請

者に通知しなければならない。 

及び必要に応じて行う現地調査等に

より、補助事業等の成果が補助金等

の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するか否かを調査し、

適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金等の額を予算の範囲内にお

いて確定しなければならない。この

場合においては、補助金等交付確定

指令書（様式第７号）により、申請

者に通知しなければならない。 

（契約の事務に関する支援） 

第１９条 ［略］ 

（契約の事務に関する支援） 

第１９条 ［略］ 

（電磁的記録による作成） 

第２０条 この規則の規定により作成

することとされている申請書等（申

請書、書類その他文字、図形その他

の人の知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下同じ。）につい

ては、当該申請書等に記載すべき事

項を記録した電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるも

のをいう。以下同じ。）の作成をも

って、当該申請書等の作成に代える

ことができる。この場合において、

当該電磁的記録は、当該申請書等と

 

［条を加える。］ 
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みなす。 

（電磁的方法による提出） 

第２１条 この規則の規定による申請

書等の提出については、当該申請書

等が電磁的記録で作成されている場

合には、電磁的方法（電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって市 

長が定めるものをいう。以下同じ。）

をもって行うことができる。 

２ 前項の規定により申請書等の提出

が電磁的方法によって行われたとき

は、市長の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされ 

た時に市長に到達したものとみなす。 

３ 第１項の規定により申請書等の提

出を行う者は、当該申請書等に電子

署名を行い、当該電子署名に係る電

子証明書と併せてこれを送信しなけ

ればならない。ただし、当該申請等

を行った者を確認するための措置で

あって市長の定めるものを講ずると

きは、この限りでない。 

 

［条を加える。］ 

（適用除外） （適用除外） 

第２２条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

（その他） （その他） 

第２３条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 



5/4 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


